
議員派遣の件 
 

令和元年１０月３０日 

 

 本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１１７条の規定に

より、次のとおり議員を派遣するものとする。 

記 

１ 議会報告会 
⑴ 目的 

   議会活動の報告 
⑵ 派遣場所 

   長久手市役所 

⑶ 期間 

   令和元年１１月１６日（土） 
⑷ 派遣議員 

   全議員 
 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年１０月３０日(水)午前１０時開議

第１ 認定第１号から認定第８号まで及び議案第３８号から議案第４６号まで並

びに議案第４８号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第２ 議員派遣の件

令和元年第３回長久手市議会定例会議事日程（第６号）


